
「 感 染 対 策 期 」
４月８日(木) ～４月２１日(水)

４月２２日(木)～５月１９日(水)

期間延長

感染拡大を抑えるため、すべての

県民・事業者の皆さんの

具体的な行動変容が不可欠です。
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○松山市繁華街クラスターに端を発した感染が、県内に広く

拡散・浸透し、県全体への感染まん延の危機

○医療負荷は、既に危機的水準に達し、一般医療への制約

に加え、救急医療へも影響が及びかねない局面

○皆さん自身はもちろん、大切な家族、友人の健康と命を守

るため、外出や人との接触を可能な限り避け、感染回避を

最優先にした行動を
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「感染拡大」リスクが、松山市から県下全域に広がりつつある

陽性者数の推移（愛媛県）

・松山市繁華街クラスターを端緒に、松山市内は「市中感染のまん延」状態に。

・さらに、松山市から他市町に飛び火し、県下全域で感染拡大局面に突入。
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皆さんとともに目指す目標

仕事、プライベートを含め

外出を少なくとも
５割削減！

6



主な要請内容

【本日から】
〇不要不急の外出自粛
【４月２２日から】
〇営業時間の短縮要請①

●松山市内繁華街Ҧ松山市内全域
・酒類提供飲食店Ҧ全ての飲食店
・２１時までҦ２０時まで
・協力した飲食店へ協力金を支給

〇商業施設の催事延期を検討7



主な要請内容

【４月２６日から】
〇営業時間の短縮要請②

●松山市を除く県内全域
・酒類を提供する飲食店
・２１時まで
・協力した飲食店へ協力金を支給
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項目 ４月２１日まで ４月２２日以降
対策期間 4/８(木)～4/21(水) 4/22(木)～5/19(木)
期間名称 「感染対策期」 「感染対策期」を継続

要請・
協力依頼
内容

・外出や人との接触、会合の機会を減らす

・松山市との往来自粛

・感染拡大地域（首都圏やまん延防止等重点措置の

適用都道府県）への不要不急の出張・往来自粛

・不要不急の外出自粛≪松山市限定≫【法要請】

≪県下全域≫※４月１９日(月)から

・不要不急の外出自粛

・松山市との往来自粛

・県外との不要不急の往来自粛

・会食の注意

【法要請】・会食の注意【法要請】

「５つの場面」の注意【法要請】 継続【法要請】

テレワーク、時差出勤の利用促進、職場内の感染

防止対策の徹底【法要請】
徹底した感染防止対策の実行【法要請】

酒類を提供する飲食店に対する営業時間短縮の

要請（協力金を含む）【法要請】

・松山市内の飲食店への営業時間短縮の要請

(協力金を含む)【法要請】(4月22日から)

・松山市以外の酒類を提供する飲食店に対する

営業時間短縮の要請(協力金含む)【法要請】

(4月26日から)

業種別ガイドラインの実践【法要請】 継続【法要請】

医療・高齢者施設の面会制限 継続

学校活動の制限

・身体接触を伴う活動等は行わない【全県】

・練習試合等の対外交流禁止【全県】

・公式大会は、無観客での実施を主催者に要請

・教員の見守り活動を強化【全県】

継続

学校活動全般で校外との交流を禁止【全県】

継続

継続

県主催の集客イベントの延期・中止 継続

県管理施設の使用の制限 継続

「感染対策期」の要請内容等
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県民・事業者の皆さんへの要請

○不要不急の外出自粛
○松山市との不要不急の往来自粛
○県外との不要不急の往来自粛
○会食の注意

事業者の皆さんへの要請

○飲食店への営業時間の短縮要請【松山市】
○酒類を提供する飲食店への営業時間の短縮要請
【松山市以外】

○徹底した感染防止対策の実行

「感染対策期」の要請内容の要点

目標：外出を少なくとも５割削減
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県民の皆さんへの要請 ṕ 24 9 Ṗ

○不要不急の外出自粛（夜だけではなく、日中も含めて）

ṕ

Ṗ

○松山市との不要不急の往来自粛

感染を抑え込むための要請内容(詳細)
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感染を抑え込むための要請内容(詳細)

【県民・事業者の皆さんへの要請】ṕ 24 9 Ṗ

○県外との不要不急の往来や出張の自粛

Ễ
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【県民・事業者の皆さんへの要請】ṕ 24 9 Ṗ

Ẇ会食の注意
Ệ

ṕỄ Ṗ

■会食に関する注意事項■
①店側の感染対策ができていることを確認

②参加者の２週間以内の行動歴を確認
ệ

③当日の体調不良者がいないことを確認

感染を抑え込むための要請内容(詳細)
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【事業者（松山市内）】
Ẇ飲食店に対する営業時間短縮の要請ṕ 24 9 Ṗ

[ Ṛ松山市内 飲食店

ṙ Ṛ営業5～20時まで、酒類提供11～19時まで

ṙ Ṛ令和3年４月２２日(木)午前０時～５月１９日（水）２４時まで

ṙ Ṛ 24 9

Ẇ営業時間短縮に協力した飲食店に対する協力金
[ Ṛ Ṅ

１日当たりの売上高に応じて３～７万５千円／日

ể 10

ễ Ṋ ễ ú 28 Ṭ 84

ể 10

ể ú0.3( Ḳ 7 5 Ṋ )ú28

ẑ ể

ṕ 20 Ṋ Ṗ

感染を抑え込むための要請内容(詳細)
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【事業者（松山市以外の地域）】
Ẇ酒類を提供する飲食店に対する営業時間短縮の要請

[ Ṛ県内（松山市以外） 酒類を提供

している飲食店

ṙ Ṛ営業5～21時まで、酒類提供11～20時30分まで

ṙ Ṛ令和3年４月26日(月)午前０時～５月１９日（水）２４時まで

ṙ Ṛ 24 9

Ẇ営業時間短縮に協力した飲食店に対する協力金
[ Ṛ Ṅ

１日当たりの売上高に応じて2万5千円～7万5千円／日

ể 8 3,333

2 5 Ṋ 2 5 ú 24 Ṭ 60

ể 8 3,333

ể ú0.3ṕ Ḳ 7 5 Ṋ Ṗú24

ẑ ể

ṕ 20 Ṋ Ṗ

感染を抑え込むための要請内容(詳細)
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事業者向けの支援制度の創設（準備中）

【事業者に対する支援】

Ẇ時短営業や外出自粛等の影響を受ける事業者向けの

支援制度の創設（準備中）
・１月～５月のうち、任意の月の売り上げが前（前々）年

同月比で５０％以上減少した事業者

・時短協力金の受給者は対象外

ẑ
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事業者の皆さんへの要請 ṕ 24 9 Ṗ

○徹底した感染防止対策の実行

Ệ ṕ2
Ṗ

○業種別ガイドラインの実践

感染を抑え込むための要請内容(詳細)
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【県管理施設関係】

Ẇ 集客施設ṕ

) 閉館

Ẇ

Ẇ ṕ Ṗ

Ẇ 許可条件を付して、

使用を許可
＜許可条件＞

【イベント関係】
Ẇ参加者が特定できない集客イベントは県下一円で延期

又は中止（県主催イベント）

【県の取扱い】

イベント等の取扱い(詳細)
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【学校関係】

Ẇ身体接触や発声等が伴う活動は行わない【全県】

Ẇ学校活動全般で校外との交流を禁止【全県】
▶公式大会は、感染防止対策を強化し、無観客での実施を主催者に要請

○教員による見守り活動を強化【全県】

【その他】

○県内宿泊旅行代金割引の新規発行中止の継続【全県】

○GoToイート食事券の追加販売は当面の間延期【全県】

学校活動の制限等
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【県警に依頼】

○時短営業や人出の減少などに乗じた犯罪抑止に向けた

パトロールの強化

【市町に依頼】

Ẇ地域住民、事業者等への注意喚起と感染対策の徹底

Ẇ集客施設等における入込状況の確認

対策の周知徹底とモニタリング等
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